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第三期鳥取県医療費適正化計画の進捗管理 

 
健政：健康政策課、医政：医療政策課、医保：医療・保険課 

１ 県民の生涯にわたる健康の保持・増進 
頁 項目 事業等の内容 H30取組状況 目標値と現状 備考 

（取組に当たっての課

題、課題に係る取組

方針 等） 

担当課 

目標項目 H35目標値 直近の状況 計画策定時 達

成

度 

37 保険者による特定

健康診査及び特定

保健指導の推進支

援 

・特定健診・保健指導従事者や健診・保健指導実施機関が適切な知識や

技術を習得し、向上するための研修会を行い、特定健康診査及び特定

保健指導の推進を支援する。 

・「特定健診・保健指導従事者研修会」を開

催。（保険者協議会との共催） 

・「特定健診・特定保健指導事業の手引」の

作成と保険者等への配布。 

・鳥取県健康対策協議会における特定健診・

特定保健指導実施状況の評価、検討。 

 

特定健診実施

率 ※ 

70％以上 （H28） 

44.5％ 

（H29） 

45.0％ 

 

 

 

 

（H27） 

42.1％ 

 

Ｂ ・特に、市町村国保の

被保険者や被用者保

険の被扶養者につい

て、実施率が低い傾

向にあることから、

これらの者に向けた

アプローチが必要。 

・今後は、保険者協議

会を通じた被扶養者

の特定保健指導の実

施率向上に向けた具

体的な検討を行う。 

・有効と思われる取組

の横展開を行う。 

健政 

特定保健指導

実施率 ※ 

45％以上 （H28） 

22.2％ 

（H29） 

22.9％ 

 

（H27） 

28.4％ 

 

Ｄ 

37 保険者による特定

健康診査及び特定

保健指導の推進支

援 

・メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防の重要性につい

て、食事や運動と組み合わせた普及啓発を行うとともに、糖尿病の有

病者や予備群の重症化予防に向け、健康づくりのための食生活改善の

推進や、運動習慣定着のための指導を行う。 

県民一人ひとりが自らの健康づくりを進

めるとともに、地域や職域など社会全体で健

康づくりを推進する環境を整備するため、ま

ちの保健室事業補助金や栄養指導推進研修

会の開催など保険者による取組を推進 

メタボリック

シンドローム

の割合（40～74

歳） ※ 

該当者 

 11％以下 

（H28） 

13.9％ 

（H29） 

14.5％ 

（H27） 

13.5% 

Ｄ ・健康づくりについて、

引き続き着実に普及

啓発を行うととも

に、各保険者や保険

者協議会とより緊密

に連携して県民の健

康寿命の延伸に向け

た環境整備を行うこ

とが必要。 

健政 

 

予備群 

 9％以下 

（H28） 

11.3％ 

（H29） 

11.5％ 

 

（H27） 

11.2% 

 

Ｄ 

38 医療機関との連携 ・特定健康診査については、かかりつけ医から受診勧奨をしていただく

ことが効果的であるため、県として各圏域医師会にも協力を要請する。 

・鳥取県健康対策協議会のほか、各種協議会

等を捉えて協力を依頼。 

― ― ― ― ―  健政 

38 医療機関との連携 ・各保険者は、かかりつけ医の協力も得ながら、特定健康診査の受診勧

奨を行うとともに、特定健康診査を受診されなかった方については本

人同意のもと、かかりつけ医で実施された検査等結果データのうち特

定健康診査の項目のデータの提供を受けることが可能となっており、

これを特定健診結果データとして活用して、特定保健指導等につなげ

る。 

 

 

 

 

 

 

・９市町村で実施。 ― ― ― ― ―  健政 

医保 

＜達成度（自己評価）＞ 
 Ａ：順調、Ｂ：おおむね順調、Ｃ：やや遅れている、Ｄ：遅れている 

資料２ 

※特定健診実施率、特定保健指導実施率及びメタボリックシンドロームの割合については、 

鳥取県保険者協議会構成団体が法定報告を行った数値から算出したものであるため、厚 

生労働省がとりまとめて公表する数値（第二期鳥取県医療費適正化計画実績評価に用い 

た数値）とは異なる。 
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頁 項目 事業等の内容 H30取組状況 目標値と現状 備考 

（取組に当たっての課

題、課題に係る取組

方針 等） 

担当課 

目標項目 H35目標値 直近の現状 計画策定時 達

成

度 

38 がん対策 ・がんに罹患しないための生活習慣の改善＜１次予防＞と、がんの早期

発見・早期治療＜２次予防＞への対策を行う。 

鳥取県健康づくり応援施設への参加や受

動喫煙防止対策による喫煙対策、食の応援団

支援事業、食育ネットワーク強化事業による

食生活の改善、ウォーキングの推進や健康マ

イレージ事業による運動習慣の定着といっ

た生活習慣の改善への取組みを推進。 

がん検診の受診率向上を図るため、がん検

診の広報をはじめ次の事業を実施。 

・大腸がん検診特別推進事業 

・休日がん検診支援事業 

・がん検診等受診勧奨強化事業 

75 歳未満のが

んの年齢調整

死亡率（10万人

当たり） 

全体 

 70.0人未満 

（H29） 

全体 

86.0人 

（H28） 

全体 

84.1人 

Ｃ ・特に肺がんの罹患率、

死亡率がともに高い

本県においては、た

ばこ対策の強化は喫

緊の課題。 

健政 

男性 

 90.0人未満 

（H29） 

男性 

107.4人 

（H28） 

男性 

114.3人 

Ｃ 

女性 

 50.0人未満 

（H29） 

女性 

65.8人 

（H28） 

女性 

55.7 

Ｃ 

38 がん対策 ・ウォーキングイベントの開催など運動習慣の定着を図る取組や、たば

こ、食生活などの生活習慣の改善を促す取組を行うほか、個別受診勧

奨の強化などがん検診の受診率を向上させるための取組を行う。 

がん検診受診

率 

胃がん 

 70％以上 

― （H28） 

44.7% 

Ｃ 健政 

肺がん 

 70％以上 

― （H28） 

52.3% 

Ｃ 

大腸がん 

 70％以上 

― （H28） 

43.5% 

Ｃ 

子宮がん 

 70％以上 

― （H28） 

44.8% 

Ｃ 

乳がん 

 70％以上 

― （H28）

45.5％ 

Ｃ 

38 たばこ対策 ・喫煙は、がん、循環器疾患、糖尿病、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）、

歯周病といった生活習慣病の予防可能な最大の危険因子であるほか、

低出生体重児の増加の一つの要因であり、受動喫煙も様々な疾病の原

因となるため、より一層の禁煙を促す対策を行う。 

・具体的には、未成年や妊婦の喫煙防止や受動喫煙対策等を進めるとと

もに、県で禁煙に取り組んでいる施設を引き続き「健康づくり応援施

設」として認定する。特に、飲食店の認定数及び敷地内禁煙施設数の

増加を進める。 

・「鳥取県健康づくり応援施設支援事業」に

おいて、敷地内禁煙・建物内禁煙・分煙に

取り組む施設を認定し、受動喫煙防止の環

境整備を推進。 

・法改正の経過措置対象である、小規模な飲

食店に対して、受動喫煙防止対策を実施す

る場合の施設改修費用の助成を開始。 

受動喫煙を経

験した者の割

合 

（場所別） 

医療機関 0% ― （H28） 

3.4% 

― ・これまで以上に禁煙

に取り組みやすい環

境の整備、喫煙に関

する知識の普及啓発

を行う。 

・健康増進法の一部改

正に伴い、国におけ

る受動喫煙防止対策

が強化されるため、

本県においても、学

校、医療機関、行政

機関等における敷地

内禁煙、また、多数

の者が利用する施設

における敷地内・建

物内禁煙の推進を図

り、受動喫煙のない

社会の実現等を目指

す。 

健政 

学校 0% ― （H28） 

1.2% 

― 

職場 0% ― （H28） 

34.3% 

― 

行政機関 0% ― （H28） 

12.5% 

― 

飲食店 10% ― （H28） 

34.7% 

― 

38 たばこ対策 ・禁煙治療の保険適用対象範囲が拡大されたことから、禁煙に取り組み

やすい環境の整備、喫煙に関する知識の普及、受動喫煙のない社会の

実現等を目指す。 

・例年、ＷＨＯ（世界保健機関）が制定した

世界禁煙デー（５月３１日）に併せて、県

内各地で啓発イベントや啓発物の配布を

実施。 

・学校、事業所等における、がん予防に関す

る出前講座を行い、喫煙による健康被害に

ついて正しい知識の普及啓発を実施。 

喫煙する者の

割合 

 

成人男性 

 20％以下 

― （H28） 

32.0% 

― 健政 

成人女性 

 3%以下 

― （H28） 

5.5% 

― 

中学2年 0％ ― （H28） 

2.5% 

― 

高校2年 0％ ― （H28） 

4.6% 

― 

38 たばこ対策 ・受動喫煙防止策の強化のための法改正後の制度の着実な運用を行う。 ・法改正について、関係機関、県民への周知

を実施。 

 

 

 

― ― ― ― ― 健政 
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頁 項目 事業等の内容 H30取組状況 目標値と現状 備考 

（取組に当たっての課

題、課題に係る取組

方針 等） 

担当課 

目標項目 H35目標値 直近の状況 計画策定時 達

成

度 

38 飲酒対策 ・過度の飲酒は、身体疾患や様々な社会問題のリスク要因となり得るた

め、適正飲酒（節度ある適度な飲酒）に関する知識の更なる普及等の

対策を行う。 

・節度ある適度な飲酒を呼びかけるポスター

掲示、普及啓発カードの作成。 

・健康被害などの知識の普及のためのアルコ

ール健康障がいにかかるフォーラムの開

催。 

多量に飲酒す

る人の割合 

成人男性 

 3％以下 

― （H28） 

4.8% 

― ・引き続き飲酒がもたら

す健康被害など、飲酒

に関する知識の更な

る普及を行うととも

に、未成年者、妊婦へ

の飲酒に関する健康

教育の充実を図って

いく必要がある。 

健政 

成人女性 

 0.5%以下 

― （H28） 

1.2% 

― 

未成年者の飲

酒の割合 

中学2年 0％ ― （H28） 

17.4% 

― 

高校2年 0％ ― （H28） 

21.6% 

― 

38 歯・口腔の健康対

策 

・80歳になっても20歯以上の歯を保つことを目標に、歯周病予防対策及

びむし歯予防を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・乳幼児期；むし歯予防に有効なフッ化物洗

口事業の推進。 

・学齢期：学校における歯・口腔の健康づく

りのモデル事業の推進。 

・成人期及び高齢期：職域、地域における歯

周病予防対策のモデル事業の推進。 

自分の歯を有

する者の割合 

 

80 歳代で 20 歯

以上 

 40％以上 

― （H28） 

35.1% 

― ・80 歳になっても 20

歯以上の歯を保つこ

とを目標に今後もラ

イフステージに応じ

た取組をより一層推

進する必要がある。 

健政 

60 歳代で 24 歯

以上 

 70％以上 

― （H28） 

61.2% 

― 

40 歳代で喪失

歯のない者 

 70％以上 

― （H28） 

60.3% 

― 

フッ化物洗口

に取り組む施

設数(4 歳～14

歳まで) 

就学前（保育所、

幼稚園、認定こ

ども園） 

 133施設以上 

 

65％以上 

 

 

 

（H30.8月末） 

54% 

（H28） 

116/214 

施設 

 

（H28） 

54% 

Ｂ 

就学後（小学校、

中学校、特別支

援学校） 

 17施設以上 

 

全市町村 

 

 

 

 

（H30.8月末） 

2市町村 

（H28）

7/203 

施設 

 

（H28） 

2市町村 

Ｄ 

児童養護施設 

全施設 

（H30.8月末） 

0/5施設 

（H28） 

0/5施設 

Ｄ 

39 こころの健康対策 ・特定健康診査や特定保健指導によるメンタルヘルス対策や、労働安全

衛生法に基づく職域でのストレスチェックの実施により、うつ病等の

早期発見・早期治療を推進する。 

・企業・事業所等向けにメンタルヘルスに関

する出前講座やゲートキーパー養成研修

を実施。 

・新聞広告等を活用した広報や図書館等での

パネル展示、街頭キャンペーン等で、うつ

病や睡眠の正しい知識の普及を推進。 

ストレスを感

じた者の割合 

（直近1か月で

ストレスが大

いにあったと

感じた者） 

10％以下 ― （H28） 

男性 

19.3% 

―  健政 

― （H28） 

女性 

19.6% 

― 

睡眠による休

養を十分とれ

ていない者の

割合 

15％以下 ― （H28） 

22.4% 

― 

（参考） 

鳥取県歯科保健推進計画 

  H30年11月に策定されたため、H35年度目標値を追加、修正。 

［各項目の目標値］ 

・フッ化物洗口に取り組む施設の増加（就学前） 65％以上 

・フッ化物洗口を小・中学校等において取り組む市町村の増加 全市町村 

・フッ化物洗口に取り組む施設の増加（児童養護施設） 全施設 

第三期計画策定以降に当該計画

が策定され、その際に設定された

目標値をもって、今後進捗管理を

行うものである。 
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頁 項目 事業等の内容 H30取組状況 目標値と現状 備考 

（取組に当たっての課

題、課題に係る取組

方針 等） 

担当課 

目標項目 H35目標値 直近の状況 計画策定時 達

成

度 

39 健康づくりの推進 ・将来を担う子ども達も含めて誰もが生活習慣に対する正しい知識を身

につけるよう、健康づくりのための教育や意識の醸成に取り組む。 

・健康づくりに関する出前講座の実施。 ― ― ― ― ―  健政 

39 健康づくりの推進 ・身体活動・運動は、生活習慣病の発症予防になるとともに、高齢者の

認知機能や運動器機能などの社会生活機能の維持及び向上の観点から

重要であることから、日常的な運動習慣が定着する対策を行う。 

・19のまちを歩こう事業によるウォーキング

大会への参加を促し、県民の日常的なウォ

ーキングを推進。（ウォーキング立県１９

のまちを歩こう事業） 

・地域（自治会等）や企業において、運動習

慣の定着による健康づくりを行う環境整

備のため、体操教室など運動による健康づ

くりを推進。（健康づくり鳥取モデル事業） 

 

運動習慣者（意

識的に運動す

る者）の割合 

成人男女 

 30％以上 

― （H28） 

成人男性

26.5％ 

―  健政 

― （H28） 

成人女性

21.4％ 

― 

日常生活にお

ける１日の歩

数 

 

成人男性 

8,000歩以上 

― （H28） 

成人男性

6,424歩 

― 

成人女性 

7,000歩以上 

― （H28） 

成人女性

5,598歩 

― 

39 健康づくりの推進 ・働き盛り世代の方が、適切な健康管理を行っていくためにも、県内の

事業所による健康経営の取組を更に普及させ、職域における健康づく

りを推進する。 

・協会けんぽと連携して、社員の健康づくり

メニューに取り組んだ事業所に対しポイ

ントを付与し、ポイントを多く集めたり、

優れた取組を行った事業所を情報発信、顕

彰する事業を実施。（健康経営マイレージ

事業） 

健康経営マイ

レージ事業に

参加する事業

所数 

3,000事業所 

以上 

（H31.1末） 

1,970 

事業所 

（H28） 

1,087 

事業所 

Ｂ  健政 

39 高齢者の特性を踏

まえた疾病予防・

重症化予防の推進 

・高齢期には加齢に伴い心身機能が低下する等の特性を踏まえ、生活習

慣病等の重症化予防や低栄養防止、高齢者の虚弱（フレイル）対策に

取り組む。 

・医療・介護が連携した適切な介入・支援を行うことにより、生活維持・

向上が可能とされるため、対応の必要性が高い後期高齢者に対して、

後期高齢者医療広域連合において相談や訪問指導等を推進する。 

生活習慣病重症化予防 

・健診結果から抽出した生活習慣病ハイリス

ク者（Ⅱ度高血圧以上、HbA1c7.0又は空腹

時血糖130 以上、男性のLDL180 以上、尿

蛋白 2＋以上のいずれかに該当する者）に

対して、専門職による家庭訪問を実施。 

・対象者の特性に合わせた保健指導及び受診

勧奨を実施。 

・健診未受診者（前年訪問指導後未受診）や

相談希望者等に対して、専門職による家庭

訪問を実施し、健診受診勧奨や保健指導を

実施。 

― ― ― ― ― ・高齢者の増加に伴い、

高齢者ができる限り

自立した日常生活を

送るなど、個別性を

重要視した健康管理

や、生活習慣病等の

重症化予防への取組

が課題。 

・医療費、介護給付費

も年々増加してお

り、これらに対する

対策が求められる。 

医保 

健政 

39 高齢者の特性を踏

まえた疾病予防・

重症化予防の推進 

・県は、後期高齢者医療広域連合や市町村等が実施する後期高齢者の健

康診査などの健康づくりに関する事業について、支援する。 

・後期高齢者医療広域連合に対して、健康診

査（広域連合から市町村への委託により実

施）及び歯科健康診査（広域連合が実施）

に係る経費を補助。 

（30年度2月補正後見込額37,978千円） 

― ― ― ― ―  医保 

健政 

47 予防接種 ・予防接種についての正しい理解の普及 

・予防接種の実施主体である市町村の体制整備 

・予防接種の普及啓発のためのポスター掲

示。 

・市町村予防接種担当者の研修会を実施。 

・予防接種を県内全域で接種できるような 

広域化の体制整備を実施。 

― ― ― ― ―  健政 
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２ 適切な医療の効率的な提供 

頁 項目 事業等の内容 H30取組状況 目標値と現状 備考 

（取組に当たっての課 

題、課題に係る取組

方針 等） 

担当課 

目標項目 H35目標値 直近の状況 計画策定時 達

成

度 

40 医療機関の機能

分化・連携 

ア 病床機能の分化・連携のための医療機関の施設・設備整備 

・高度急性期から慢性期、在宅医療に至るまでの一連のサービスを地域に

おいて総合的に確保することを目的として、病床転換及びそれに伴う施

設・設備を整備する。 

・圏域内の病床機能の分化・連携につながる

と認められる施設・設備整備等の実施に対

する支援を実施。（病床の機能分化・連携

推進基盤整備事業 ８事業者 ※事業者

数は見込み値。以下同じ。） 

・各圏域で地域医療構想調整会議を開催し、

レセプトデータの分析結果に基づく医療

機関の役割分担等についての議論を開始。 

― ― ― ― ―  医政 

40 医療機関の機能

分化・連携 

イ ＩＣＴを活用した地域医療ネットワークの整備 

・電子カルテ情報など医療機関が扱う患者情報を共有するための地域医療

連携ネットワークシステムの整備・充実を図る。 

・鳥取大学医学部附属病院が運営する電子カ

ルテの相互参照システム（おしどりネッ

ト）を支援するとともに、おしどりネット

を含めた県内の医療機関のＩＣＴ活用を

促進するため、県主催で「ＩＣＴを活用し

た医療機関における情報化推進会議」を３

０年度より開催。 

― ― ― ― ―  医政 

40 医療機関の機能

分化・連携 

ウ 医療機能情報・薬局機能情報の提供 

・患者が適切な医療機関を選択できるように、医療機関や薬局から県へ報

告することが義務付けられている情報を、県民に分かりやすい形で提供

するとともに、県のホームページへの掲載のみならず、医療安全支援セ

ンターも活用し、照会等にも適切に対応できるよう努める。 

・とっとり医療情報ネットにより、県内の医

療機関・薬局の情報及び休日・夜間診療を

実施する医療機関の情報を県民に公開。 

― ― ― ― ―  医政 

41 医療機関の機能

分化・連携 

エ 患者への診療情報の提供 

・インフォームドコンセントやセカンドオピニオンの充実を促進する。 

― ― ― ― ―  医政 

41 医療機関の機能

分化・連携 

オ かかりつけ医機能の医療機関 

・プライマリケアを担う「かかりつけ医機能の医療機関」の必要性や意義

について、地域の関係機関等の協力を得て、県民への普及啓発に努める。 

・かかりつけ医を持つことや症状に応じて適

切な医療機関を受診するよう促すため、啓

発テレビＣＭの放送、医療機関の適正受診

リーフレットの配布等を実施。 

― ― ― ― ―  医政 

41 医療機関の機能

分化・連携 

カ 精神障がい者の地域生活への支援 

・保健・医療・福祉関係者との連携による支援体制を構築するとともに、

医療関係者等への普及啓発・研修会、ボランティアなどの支援者の活用

を通じて、地域生活への移行を促進する。 

 

・各圏域において、実務担当者会議等を開催

し、保健、・医療・福祉関係者との連携の

強化を図った。 

・長期入院患者の退院意欲の喚起に繋げるた

め、ピアサポーターやボランティアを活用

し、地域と病院との交流や、地域生活をイ

メージするため施設見学等を行う交流会

を開催。 

・相談対応等、精神障がいのある方の地域生

活を支援する団体に対して所要経費の一

部を助成。 

・保健・医療・福祉関係者等、地域生活の支援

者に対して、地域移行に係る研修会を開催。 

― ― ― ― ―  障がい

福祉課 
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頁 項目 事業等の内容 H30取組状況 目標値と現状 備考 

（取組に当たっての課 

題、課題に係る取組

方針 等） 

担当課 

目標項目 H35目標値 直近の状況 計画策定時 達

成

度 

41 医療機関の機能

分化・連携 

カ 精神障がい者の地域生活への支援 

・県民に対し、精神障がいのある方についての正しい知識の普及啓発に努

める。 

・鳥取県精神障害者家族会連合会が実施する

各種研修会、普及啓発事業に対し、所要経

費の一部を助成。 

・心の健康フォーラムを開催し、精神障がい

について正しい知識の普及啓発を実施。 

― ― ― ― ―  障がい

福祉課 

41 在宅医療・地域

ケアの推進 

ア 在宅医療関係者の多職種連携の促進 

・在宅医療には、地域において医療、介護等に携わる様々な専門職の連携

が必要であるため、医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、ケアマネジャ

ーなど多職種が参加し、相互理解や職種間の連携を深めるための研修を

行う。 

・在宅医療関係機関が実施する多職種連携研

修や各専門職の質の向上に資する研修の

開催を支援。（医療介護連携のための多職

種連携等研修事業 ４事業者） 

・地区医師会が実施する医療・介護関係者等

の連携を目的とした協議会等の開催を支

援。（在宅医療連携拠点事業 ３事業者） 

― ― ― ― ―  医政 

41 在宅医療・地域

ケアの推進 

イ 在宅医療に携わる人材の質の向上 

・地域における在宅緩和ケア等に関する医療連携の推進及び適切な提供促進を

図るために、医療・介護関係者等の専門性を高めるための研修を行う。 

― ― ― ― ―  医政 

41 在宅医療・地域

ケアの推進 

ウ 訪問看護の普及 

・在宅重度の要介護者には、医療を必要とする者も少なくないことから、

訪問看護師の養成や訪問看護ステーションのサテライト設置支援など、

訪問看護を普及、充実していく取組を進める。 

・訪問看護に必要な施設や車両等の設備整備

を支援。（在宅医療推進事業 ２２事業者） 

・訪問看護師の養成を目的とした教育コース

を鳥取大学医学部附属病院に設置し、研修

終了者のうちから一定数、県内の訪問看護

ステーションに出向するシステムを構築。 

  ※平成３０年度より研修を修了した看

護師が訪問看護ステーションへ出向。 

・ベテランの訪問看護師が未経験の新任訪問

看護師に同行することにより、訪問看護師

を育成するための支援に要する経費の補

助。（訪問看護師確保支援事業 １４事業

者） 

・県民に在宅医療への理解を深めて、在宅医

療をより身近なものに感じていただくた

めのＰＲ動画を平成２９年度に作成し、平

成３０年４月より配信を開始。 

24時間体制の

訪問看護ｽﾃｰｼｮ

ﾝの数 

57箇所以上

(10.8箇所以上 

   /10万人) 

（H30.1） 

54箇所 

（H29） 

38箇所

(6.7箇所 

/10万人) 

Ａ  医政 

 

42 在宅医療・地域

ケアの推進 

エ 終末期医療 

・在宅での看取りのケアを含む終末期医療の在り方については、今後とも

国の動向等情報収集に努めるとともに、ターミナルケアに関する診療報

酬及び介護報酬上の評価の周知等を通じて、適切な終末期医療を推進す

る。 

・人生の最終段階の医療･ケアについて家族

やかかりつけ医等と繰り返し話し合い、共

有する取組（ACP:アドバンス・ケア・プラ

ンニング）の普及啓発のための広報を実

施。 

― ― ― ― ―  医政 

42 在宅医療・地域

ケアの推進 

オ 多職種協働による地域ケア会議の推進 

・歯科医師やリハビリ専門職等の派遣や実務者研修会等を通じて、市町村

が実施する多職種協働による地域ケア会議の推進・充実を図る。 

・専門職等の派遣：地域包括支援センター等

に対して、専門職等を派遣し、地域ケア会

議の開催や有効性等を高めるための支援

を実施。 

・地域ケア会議運営に係る実務者研修：地域

包括支援センターの職員等を対象に、地域

ケア会議の運営スキル習得等のための研

修を実施。 

― ― ― ― ―  長寿社

会課 
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頁 項目 事業等の内容 H30取組状況 目標値と現状 備考 

（取組に当たっての課 

題、課題に係る取組 

方針 等） 

担当課 

目標項目 H35目標値 直近の状況 計画策定時 達

成

度 

42 医薬品の適正使

用の推進 

・医薬品を使用する県民が、その特性等を十分理解し、適正に使用でき

るよう、県では、関係機関、関係団体等の協力の下、医薬品の適正な

使用に関する啓発及び知識の普及を推進する。 

ア かかりつけ薬剤師・薬局の促進等に関する普及啓発 

・医薬品の使用に関し、患者の服薬情報の一元的・継続的な把握とそれ

に基づく薬学的管理・指導を行う「かかりつけ薬剤師・薬局」を推進

し、処方医との連携により、重複投薬の是正や残薬の削減等の取組を

進めることが重要。 
・かかりつけ薬局には、地域において安心して立ち寄れる身近な相談役

として、住民による主体的な健康の保持増進を支援する機能が期待さ

れている。 
イ 普及啓発 

・県民を対象とする出前講座や「薬と健康の週間」（毎年10月17日から

10月23日まで）におけるイベント等を継続して実施する。 

・県と鳥取県薬剤師会が連携して、地域住民、医療関係者への「かかり

つけ薬剤師・薬局」の意義、「お薬手帳」の有用性・適切な活用法につ

いて、普及啓発を実施する。 

・「薬と健康の週間」におけるイベントで、

薬と健康に関する相談、健康測定、調剤体

験、パネル展示等を実施し、医薬品の適正

使用等に関する理解促進を図った。 

開催状況 

期日：平成30年10月14日 

場所：米子文化ホール 

来場者数：約900人 

 

開設許可薬局

における 

「かかりつけ

薬剤師指導料

及びかかりつ

け薬剤師包括

管理料施設基

準届出」 

薬局数の割合 

70％以上 （H30.11.1） 

56.5％ 

（H29） 

49.5% 

 

Ａ  医保 
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３ 保険者等による医療費適正化の推進 

頁 項目 事業等の内容 H30取組状況 目標値と現状 備考 

（取組に当たっての課  

題、課題に係る取組

方針 等） 

担当課 

目標項目 H35目標値 直近の状況 計画策定時 達

成

度 

43 保険者等による

医療費適正化の

推進 

・県は、関係機関等との課題や認識の共有、研修等による人材育成、市

町村が実施する保健事業が円滑に進むための基盤整備、先進的な取組

の情報提供や助言等を行い、以下の取組を推進することとし、施策の

実施に関して必要があるときは、保険者協議会を通じて保険者等に対

して協力を求めることとする。 

・平成30年度からの国民健康保険制度改革において、特定健診や特定保

健指導、糖尿病等の重症化予防等の取組状況に応じて国から交付金が

交付される「保険者努力支援制度」がスタートする。保険者として取

組の成果が認められるものであり、こうした制度も活用しながら、一

層の取組の充実を目指す。 

次の事業による市町村保健事業の基盤整備

等を実施。（国交付金（保健事業分）を活用。） 

・鳥取県健診受診勧奨センター設置事業 

・専門家の派遣等による市町村保健事業への

支援事業 

・特定健診・特定保健指導従事者研修会 

・糖尿病性腎症重症化予防プログラムの策

定・取組の推進 

・市町村のデータ分析事業 

※他項目での取組との重複記載有 

― ― ― ― ―  医保 

健政 

43 データヘルス計

画に基づく効果

的な保健事業の

推進に関する取

組 

・各保険者において、優先的に取り組むべき健康課題を浮き上がらせ、

限りある人的資源をより効果的に投入して保健事業等を推進するた

め、保健事業実施計画（データヘルス計画）の策定に努める。 

・データヘルス計画策定及び計画に基づく事業の推進に当たっては、Ｋ

ＤＢシステム等を活用する。 

・効果的な保健事業を推進するために、ＫＤＢシステム等を活用して医

療費の分析に努める。 

・データヘルス計画を未策定であった市町村

の全てが、30年度中に完成予定で策定中。 

・国保連合会は、引き続き市町村に対してＫ

ＤＢ（国保データベース）の活用に関する

支援を実施。 

・保険者協議会は、県内保険者を対象とした

データヘルス計画の策定及び保健事業の

実施に関する状況とりまとめ、保健事業の

取組等の情報共有を実施。 

・県は、ＫＤＢ等を活用した県及び市町村の

データ分析を国保連合会への委託により

実施。 

市町村保健事

業の実施計画

（データヘル

ス計画）の策定 

2018（平成 30）

年 度 ま で に

100％ 

(19/19市町村) 

（H29） 

78.9％ 

(15/19市町村) 

（H28） 

57.9％ 

(11/19市町村) 

  医保 

43 データヘルス計

画に基づく効果

的な保健事業の

推進に関する取

組 

・県、保険者協議会は、上記の取組（データヘルス計画の策定、医療費

の分析）が充実するよう助言等を行う。 

― ― ― ― ―  医保 

43 生活習慣病等の

重症化予防の推

進（糖尿病性腎症

重症化予防対策

を含む） 

ア 特定健康診査の受診率向上等のための効果的な広報・啓発の取組 

・特定健康診査及び特定保健指導の実施率を向上させるため、県民の健

康意識を高める普及啓発や未受診者に対する受診勧奨など、県民、関

係団体（医療機関・国保連合会等）、行政（県・市町村等）が連携して

取り組む。県においては、これらの取組が効率的かつ効果的に実施さ

れるよう、庁内関係課（国民健康保険担当及び健康担当）が一層連携

して取り組む。 

・鳥取県受診勧奨センターを設置し、市町村

保険者とともに受診率向上の取組を実施。 

 3 町が委託。31 年度は 12 市町村に拡大予

定。 

― ― ― ― ― ・保険者協議会を通じ

て広く啓発を行う仕

組みについて検討す

る。 

医保 

健政 

44 ②生活習慣病等

の重症化予防の

推進（糖尿病性腎

症重症化予防対

策を含む） 

イ 健康に関するインセンティブを付与する取組の推進 

・保険者は、被保険者の予防・健康づくりの取組や成果に対しポイント

等を付与し、そのポイント数に応じて褒賞を設けるなど、一般住民に

よる取組を推進する事業の実施を検討する。 

・県全体で健康意識の醸成や健康づくりに向

けての行動変容を図るため、日々のウォー

キング、禁煙など健康づくりに資する取組

に対してポイントを付与し、ポイントに応

じて景品を贈呈する取組を実施。（健康健

民マイレージ事業） 

 

 

 

 

 

 

― ― ― ― ―  健政 
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頁 項目 事業等の内容 H30取組状況 目標値と現状 備考 

（取組に当たっての課 

題、課題に係る取組

方針 等） 

担当課 

目標項目 H35目標値 直近の状況 計画策定時 達

成

度 

44 ②生活習慣病等

の重症化予防の

推進（糖尿病性腎

症重症化予防対

策を含む） 

ウ 糖尿病の重症化予防の推進 

・県は、医師会等の関係団体と連携しながら、平成30年度に糖尿病性腎

症重症化予防プログラムを策定するとともに、医療機関との連携強化、

市町村の取組に対する協力体制を構築など糖尿病性腎症重症化予防の

取組を推進するとともに、全国的な好事例を、必要に応じて市町村に

情報提供する。 

・「鳥取県糖尿病性腎症重症化予防プログラ

ム」を策定し、保険者及び医療機関等に周

知。 

・県内保険者の取組状況や課題をとりまとめ

て鳥取県糖尿病対策推進会議等で共有す

るとともに、課題解決に向けて検討。 

県糖尿病性腎

症重症化予防

プログラムの

策定 

2018（平成30）

年度中に策定 

平成30年12

月に策定済 

 

（H29） 

未策定 

Ａ  医保 

健政 

糖尿病有病者

の割合（40～74

歳） 

６％以下 

 

 

（H28） 

8.8% 

（H27） 

6.8％ 

Ｄ 

糖尿病予備群

の割合（40～74

歳） 

５％以下 （H28） 

8.8% 

（H27）

6.8％ 

Ｄ 

44 ②生活習慣病等

の重症化予防の

推進（糖尿病性腎

症重症化予防対

策を含む） 

ウ 糖尿病の重症化予防の推進 

・鳥取県糖尿病対策推進会議においても、糖尿病の発症予防及び合併症

の進展防止のための医療連携体制の確立について協議するとともに、

県・市町村の発症・重症化予防対策について必要な検討並びに専門的

観点からの助言、構成団体への周知など、県・市町村の取組に協力す

るよう努める。 

・鳥取県糖尿病対策推進会議における糖尿病

医療連携登録医制度の運用や、かかりつけ

医と糖尿病専門医の連携推進、登録医制度

の県民への周知を実施。 

― ― ― ―  ・国保連合会とも連携

し、患者の状況、医

療費等のデータを受

け、必要な施策の検

討を行う。 

健政 

医保 

44 医療の適正な受

診の促進 

ア 重複･多受診者に対する訪問指導 

・保険者が保有している多受診者等リストを活用し、保健師等による訪

問指導の充実・強化を図る。 

・平成29年度時点で8市町村において重複・

頻回受診者への訪問指導を実施。 

― ― ― ― ―  医保 

44 医療の適正な受

診の促進 

イ 医療費通知の実施 

・医療費通知は、医療保険に加入している被保険者（被扶養者を含む）

が医療機関を受診した際の医療費の総額等を通知することにより、自

身の健康に対する認識を深め、健康づくりを促進することを目的とし

ている。このため、各保険者において年間通知月数を増やすよう助言

を行う。 

・平成29年度時点で全19市町村において医

療費通知を実施。 

 

― ― ― ― ―  医保 

44 医療の適正な受

診の促進 

ウ レセプト点検の充実 

・保険者において実施しているレセプト（診療報酬明細書）の内容点検

（単月分の点検）や、縦覧点検（最低３か月以上の点検）等の点検体

制をより一層充実強化できるよう、助言、情報交換を行う。 

・市町村等のレセプト点検員等を対象とした

レセプト点検研修会を年５回開催。参加者

延べ約120人。研修会の場を活用して情報

交換も実施。 

・県医療給付専門指導員が、市町村事務打合

せの機会や随時の問い合わせに応じて助

言。 

― ― ― ―   医保 

45 ジェネリック医

薬品の使用促進 

・県は、必要に応じて保険者協議会などで、ジェネリック医薬品に関す

る情報提供を行い共通理解の醸成や具体的な使用促進の検討等を行う

とともに、今後も保険者と協力しながら取組を推進する。 

イ 各保険者による取組 

・ジェネリック医薬品お願いカードやシール等の配付を引き続き行うと

ともに、被保険者（特に国民健康保険被保険者）への出前講座等によ

り一層の住民理解の促進を図る。 

・各保険者において、ジェネリック医薬品お

願いカード等の配布を実施。 

ジェネリック

医薬品割合（数

量ベース） 

82％以上 

(国目標：2020

（平成32）年９

月までに80％） 

（H29年度 

4～3月） 

74.2％ 

（H28年度 

4～2月） 

70.2％ 

 

（H28年度 

 4～3月は

70.4％） 

Ａ ・後発医薬品の使用促

進について、保険者

協議会でも再検討を

しながら、継続的に

取り組む。 

医保 

 

 


